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第３２回総会議事録 
 
 

＜開催日＞   令和８年３月６日（金曜） 
 
＜開催場所＞  木更津市役所 朝日庁舎（会議室１－４） 
 

＜会議に付した議案等＞ 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

 

日程第２ 報告第４４８号～報告第４５５号 農地法第３条の３届出            ３件 

                     農地法第５条届出               ５件 

  

日程第３ 報告第４５６号～報告第４６８号 農地の転用事実等に関する照会       １３件 

 

日程第４ 報告第４６９号         農地法の賃借料情報             １件 

 

日程第５ 議案第２１２号～議案第２２２号 農地法第３条許可申請           １１件 

 

日程第６ 議案第２２３号         農地法第４条許可申請            １件 

 

日程第７ 議案第２２４号～議案第２３１号 農地法第５条許可申請            ８件 

 

日程第８ 議案第２３２号         木更津市農用地利用集積等促進計画（地域   １件 

                     計画内一括）案に対する意見について 

 

日程第９ 議案第２３３号         木更津市農用地利用集積等促進計画（地域   １件 

                     計画外一括）案に対する意見について 

 

日程第１０ 議案第２３４号        木更津市農業振興地域整備促進協議会委員   １件 

の推薦について 

 

日程第１１ 議案第２３５号        市長が定める要綱について（木更津市農業委  １件 

員会委員の選任に関する要綱について） 

                             

日程第１１ 議案第２３６号        木更津市農地利用最適化推進委員の選任に関  １件 

する要綱の一部を改正する告示の制定について 

 

日程第１２ 議案第２３７号        「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」 １件 

の作成について 

 

 日程第１３ 議案第２３８号        国有財産管理人の推薦について        １件 
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＜出席委員＞  

１番 小倉 和      ２番 露嵜 伸哉     ３番 礒貝 正一 

４番 地曵 昭裕     ５番 鈴木 康裕     ６番 嶌野 知明 

７番 村田 正明     ８番 村上 常雄     ９番 関  和美 

１０番 桐谷 勝美    １１番 鈴木 修一郎   １２番 和田 倉𠮷 

１３番 金子 一夫    １４番 宮沢 伸子    １５番 礒貝 徳三 

１６番 石渡 和美    １７番 齋藤 洋一    １８番 杉山 孝 

以上 １８人 出席 

＜遅刻委員＞  無し 

＜欠席委員＞  無し 

＜傍聴者＞   無し 

 

＜事務局出席者＞ 

事務局長 山口 裕之   係長  岡部 哲朗   主任主事  齊藤 結梨奈  

 

主任主事 伊藤 優市 

 

 

    

    
〈午後３時５分開会〉 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様には、総会への出席を頂き、ありがとうございます。 

 

ただ今から、第３２回総会を開催いたします。 

本日の出席委員は１８名であり、定数の過半数を超える出席がありますので、会議は成立

していることを報告いたします。 

なお、議案の訂正がありますので、事務局から報告をお願いします。 

 

議案書１１ページ、議案第２２１号及び第２２２号について右から２列目「担当推進委員

の意見」欄に現在「半沢推進委員」と記載しておりますが、正しくは「柴野推進委員」でご

ざいますので、訂正をお願いします。 

次に、議案書１３ページ、議案第２２９号の右から５列目、「区分」欄に現在「第１種種

農地」と記載しておりますが、正しくは「農用地」でございますので、訂正をお願いします。 

次に、訂正ではございませんが、議案書９ページ、議案第２１２号の右から２列目目「担

当推進委員の意見」欄に現在「仲村推進委員」と記載しております。これは■■■■委員に

ついて議事参与の制限が適用されることから、地曵委員にお願いしていたので、地曵委員の

担当推進委員である仲村推進委員に担当推進委員をお願いしました。 

しかし、推進委員には議事参与の制限は適用されないこと、推進委員にはあらかじめ担当

区域を指定していることを踏まえると、正しくは「山口推進委員」でございます。 

そのため、この議案はこれまでの運用とは異なり地曵委員と山口推進委員が担当するべき

案件でした。 

 同様に、議案書１６ページ、議案第２３２号、計画番号２番についても「山口推進委員」

とあるのは「仲村推進委員」に、議案書１９ページ、議案第２３３号についても同様でござ

います。 

 なお、同様に、議案書１６ページ、議案第２３２号の計画番号１番も同様のケースですが、 

こちらは推進委員も当該計画に関わっていることから今回は篠田推進委員にお願いしまし

た。 

 このように、議事参与の制限が適用される場合には、これまでと異なり担当農業委員と担

当推進委員が異なることとなりますので、依頼文には両名併記しますので、現地調査の際は

ご注意いただくようお願いします。 

 

以上でございます。 

 

本日の議事日程につきましては、既にお配りした議案書記載のとおりです。 

それでは、日程に入ります。 

日程第 1、議事録署名委員の指名につきましては、議席６番嶌野知明委員と、議席１６番

石渡和美委員を指名いたします。 

書記には、事務局職員齊藤主任主事を任命します。 

次に、日程第２から第４まで、報告第４４８号から報告第４６９号まで、３ページから８

ページまでの２２案件につきまして、事務局の報告を求めます。 

 

報告案件についてご説明いたします。 

日程第２、報告第４４８号から報告第４５５号までについて、まず農地法第３条の３の届

出が３件ございまして、全て相続によるものです。 

次に、農地法第５条の届出が５件ありまして、そのうち４件が住宅建築用地、１件が事務

所用地への転用の届出でした。 

 

次に、日程第３、報告第４５６号から報告第４６８号までについて、農地の転用事実等に

関する照会１３件ございまして、全て法務局からの照会で、１１件を非農地、２件を一部農

地・一部非農地と回答しております。 

 

次に、日程第４、報告第４６９号、「農地の賃借料情報」について、説明いたします。 

本件は、平成２１年の農地法改正による標準小作料の廃止に伴い、農地法第５２条に基づ
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議長 
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議長 

 

 

仲村推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き、農地の賃借料情報を広く提供することを目的としたものです。 

まず、集計方法ついて、対象データは、令和７年１月から１２月までに、農地法第３条、

農用地利用集積計画、農用地利用集積等促進計画により、締結・公告された賃借権にかかる

賃借料となっております。 

そして、対象が、平均に比べ、著しく高いものと低いものを除外し、平均額、最高額、お

よび最低額を算定いたしました。 

また、１０円単位の賃借料は四捨五入をしております。 

なお、物納支給による換算は、６０ｋｇあたり２５，１７９円としております。 

それでは、田の部について、木更津地区の平均額は１３，３００円、最高額は２５，４０

０円、最低額は１，０００円、続いて富来田地区の平均額は１２，１８０円、最高額は２５，

１７９円、最低額は４,０００円となりました。木更津市全域の平均額は１３，０８０円、

最高額は２５，４００円、最低額は１，０００円となりました。 

次に、畑の部についてはデータ数が少ないため、木更津市全域での値になりますが、平均

額は１７，６５０円、最高額は８８，９９０円、最低額は８，０００円となりました。 

最後に、これには拘束力はなく、あくまで参考として提供するものであるということを理

解してもらえるように、「この賃借料情報は、実勢の集計値であり、拘束力はなく、賃借料

決定の参考として提供するものです。実際の契約の際には、対象農地の状況に合わせて、貸

し手と借り手の両者でよく協議した上で締結してください。」という注意書きを付記いたし

ました。 

なお、本資料は総会後に木更津市公式ホームページ等に掲載し、周知を図るものといたし

ます。 

 

以上で事務局の説明を終わります。 

 

次に、日程第５、議案第２１２号から第２２２号まで、９ページから１１ページまでの農

地法第３条許可申請１１案件について議題に供します。 

 初めに、議案第２１２号について審議いたします。 

なお、本案件には、■■■■委員にかかる計画がありますので、農業委員会等に関する法

律第３１条の「議事参与の制限」により、■■■■委員は退席願います。 

 

《 ■■■■委員 退席 》 

 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

初めに、議案第２１２号ですが、申請箇所は、３条位置図１の中野の農地です。 

農業経営の拡大を目的に売買による所有権移転をするものです。 

以上で、事務局の説明を終わります。 

  

続いて、地区担当推進委員の仲村推進委員から現地調査の結果及び補足説明をお願いしま

す。 

 

議案第２１２号について説明します。 

本件は、農業経営の拡大のため、申請がされたものです。 

譲受人は現在■■歳、農業従事日数は年間２５０日で、約５０，０００㎡の農地を申請者

と家族３人で耕作しております。 

農業機械はトラクター、農用トラックを所有しており、自身が経営する法人が所有する田

植え機、コンバインを使用して耕作を予定しています。また、自作地について遊休農地等は

ありません。 

申請地の現況は田で水稲を作付けするとのことで、周辺の地域への支障を及ぼす恐れは無

いと思われます。 

以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたし
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議長 

 

 

仲村推進委員 

 

 

ました。 

 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

以上で、説明が終わりました。 

ただ今の事務局及び地区担当委員の説明について、質問・意見等がございましたら、お願

いします。 

 

〈 質    疑 〉 

 

意見等が無いようですので、採決にうつります。 

許可に賛成の方は、挙手願います。 

 

〈 挙    手 〉 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第２１２号は、許可と決定いたします。 

退席されております、■■■■委員には、お戻り願います。 

 

《 ■■■■委員 着席 》 

 

続いて、議案第２１３号から第２２０号までについて審議いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第２１３号ですが、申請箇所は、３条位置図２の久津間の農地です。 

農業経営の拡張を目的に贈与による所有権移転をするものです。 

 

次に、議案第２１４号及び２１５号ですが、申請箇所は、３条位置図３の畔戸の農地です。 

農業経営の拡張を目的に賃借権設定をするものです。 

 

次に、議案第２１６号ですが、申請箇所は、３条位置図４の矢那の農地です。 

農業経営の拡張を目的に売買による所有権移転をするものです。 

 

次に、議案第２１７号ですが、申請箇所は、３条位置図５の真里谷の農地です。 

農業経営の拡大を目的に売買による所有権移転をするものです。 

 

次に、議案第２１８号ですが、申請箇所は、３条位置図６の真里谷の農地です。 

新規就農を目的に賃借権設定をするものです。 

 

次に、議案第２１９号及び２２０号ですが、申請箇所は、３条位置図７の長須賀の農地で

す。 

農業経営の拡大を目的に売買による所有権移転をするものです。 

 

以上で、事務局の説明を終わります。 

 

続いて、地区担当推進委員から現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

初めに、議案第２１３号について、仲村推進委員お願いします。 

 

議案第２１３号について説明いたします。 

本件は、農業経営の拡張のため、申請がされたものです。 

譲受人は現在■■歳、農業従事日数は年間約２００日で、約１６，０００㎡の農地を申請
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者と家族２名で耕作しております。 

農業機械はトラクター、耕うん機、田植え機等を所有しており自作地について遊休農地等

はありません。 

申請者は君津市在住ですが、譲受人とは親戚関係にあり、譲渡人が高齢のため耕作が困難

ということで所有権移転をするものです。 

申請地の現況は畑で大豆、ブロッコリー等を作付けするとのことで、周辺の地域への支障

を及ぼす恐れは無いと思われます。 

以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたし

ました。 

 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

次に、議案第２１４号及び第２１５号について、平野推進委員お願いします。 

 

議案第２１４号及び第２１５号について説明いたします。 

本件は、農業経営の拡張のため、申請がされたものです。 

譲受人は現在■■歳、農業従事日数は年間約１５０日で、約５，７００㎡の農地を申請者

と家族２人で耕作しております。 

農業機械はトラクター・耕うん機を所有しており、自作地について遊休農地等はありませ

ん。 

申請地の現況は畑でかぶを作付けするとのことで、周辺の地域への支障を及ぼす恐れは無

いと思われます。 

以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたし

ました。 

 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

次に、議案第２１６号について、牧野推進委員お願いします。 

 

議案第２１６号について説明いたします。 

本件は、農業経営の拡張のため、申請がされたものです。 

譲受人は現在■■歳、農業従事日数は年間約２５０日で、約７，３００㎡の農地を申請者

と家族２名で耕作しております。 

農業機械は田植え機、コンバイン・トラクター等を所有しており自作地について遊休農地

等はありません。 

申請地の現況は田で水稲を作付けするとのことで、周辺の地域への支障を及ぼす恐れは無

いと思われます。 

以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたし

ました。 

 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

次に、議案第２１７号について、豊島推進委員お願いします。 

 

議案第２１６号について説明いたします。 

本件は、農業経営の拡大のため、申請がされたものです。 

譲受人は現在■■歳、農業従事日数は年間約３３０日で、約１，５００㎡の農地を申請者

と家族２名で耕作しております。 

農業機械は耕うん機、管理機・自走式草刈機等を所有しており自作地について遊休農地等

はありません。 

申請地の現況は畑でコデマリ・クリスマスローズ等の切花花弁を作付けするとのことで、
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周辺の地域への支障を及ぼす恐れは無いと思われます。 

以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたし

ました。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

次に、議案第２１８号について、須藤推進委員お願いします。 

 

議案第２１８号について説明いたします。 

本件は、新規就農のため、申請がされたものです。 

譲受人は現在■■歳、農業従事日数は年間約１５０日で、約２，２００㎡の農地を申請者

と家族１名で耕作予定です。 

農業機械は管理機・草刈機の購入を予定しており自作地について遊休農地等はありませ

ん。 

申請地の現況は畑でにんにくを作付けするとのことで、周辺の地域への支障を及ぼす恐れ

は無いと思われます。 

なお、令和 8年 2月 6日に開催されました事前審査会にて、譲受人の新規就農について承

認済みです。 

以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたし

ました。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

次に、議案第２１９号及び第２２０号について、半沢推進委員が本日欠席なので、代わっ

て鈴木康裕委員お願いします。 

 

議案第２１８号及び第２１９号についてご説明いたします。 

当該法人は令和６年１２月４日に設立した株式会社です。 

農地所有適格法人の要件についてですが、提出された書類及び農業に従事する計画を確認

したところ、要件を満たしており、問題はございませんでした。 

申請地の現況は畑で、ジャンボニンニクを作付けするとのことで、周辺の地域への支障を

及ぼす恐れは無いと思われます。 

以上のことから農地法第３条第２項の許可基準を満たしており、適当であると判断いたし

ました。 

なお、農地所有適格法人は毎年報告書の提出が義務付けられていることから、報告書の提

出を行うことを添えさせていただきます。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

以上で、説明が終わりました。 

ただ今の事務局及び地区担当推進委員の説明について、質問・意見等がございましたら、

お願いします。 

 

意見等が無いようですので、採決にうつります。 

議案第２１３号から議案第２２０号までについて、一括して採決したいと思いますが、異

議はございませんか。 

 

〈 異議無しの声 〉 

 

異議が無いようですので、採決いたします。 

許可に賛成の方は、挙手願います。 

 

〈 挙    手 〉 
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議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

露嵜委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

鈴木修一郎委員 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第２１３号から議案第２２０号までについては、許可と決定いたします 

 

続いて、議案第２２１号及び第２２２号について審議いたします。 

なお、議案第２２１号は、日程第７、議案第２２４号、１３ページの農地法第５条許可申

請と、議案第２２２号は、日程第７、議案第２２５号、１３ページの農地法第５条許可申請

と、関連案件であるため、議題に供し、併せて審議いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

農地法第３条議案第２２１号及び農地法第５条議案第２２４号、農地法第３条議案第２２

２号及び農地法第５条議案第２２５号について、同一事業者のため一括で説明いたします。 

申請箇所は、３条位置図８の長須賀地先の農地です。 

本申請は前回許可した営農型太陽光発電の一時転用許可について３年の期間を満了する

ことに伴う再申請となります。 

申請地は、太陽光発電設備の下部農地にサカキが作付けされており、引き続き耕作する計

画となっております。 

初めに、農地法第３条議案第２２１号及び第２２２号について、農地の上部に太陽光設備

を設置することに伴う、区分地上権設定となっております。 

次に、農地法第５条議案第２２４号及び第２２５号について、実際に杭などが地表に触れ

る部分を転用するため、地上権の設定をするものです。 

農地区分については、第１種農地と判断しましたが今回は太陽光発電設備の下部で営農す

るための一時転用であり、例外的に許可できるものです。 

資金計画ですが、撤去費は議案第２２４号が約■■■■円、議案第２２５号が■■■■円

となっております。 

その他については、本申請が既に許可された一時転用期間の更新であり、変更がないこと

から問題ないものと判断いたしました。 

 

以上で、事務局の説明を終わります。 

 

続いて、地区担当推進委員の柴野推進委員ですが本日欠席ですので、代わって露嵜委員か

ら現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

 

議案第２２１号及び議案第２２２号農地法第３条許可申請、議案第２２４号及び議案第２

２５号農地法第５条許可申請について、事業者及び現地状況が同一のため、一括して説明い

たします。 

本件は、太陽光パネルの下部で耕作を行いながら、売電事業を行う営農型太陽光発電の申

請で、３年間の一時転用が令和８年３月２８日に満了することによる再申請です。 

譲受人は農地法第３条及び第５条の申請共に同一法人であります。 

初めに、議案第２２１号及び議案第２２２号の農地法第３条許可申請についてですが、耕

作している農地の地上部に太陽光が設置されていることから、区分地上権設定を行う申請と

なっています。 

以上のことから、農地法第３条及び第５条の許可基準を満たすものと思われますので、当

該申請は適当と判断いたしました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

以上で、説明が終わりました。 

ただ今の事務局 及び 地区担当推進委員の説明について、質問・意見等がございましたら、

お願いします。 

 

議案書１１ページの理由欄には営農型太陽光発電による事業性の向上とありますが、これ

はどういうことでしょうか。 
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事務局 

 

 

 

 

鈴木修一郎委員 

 

 

事務局 

 

地曵委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地曵委員 

 

 

 

露嵜委員 

 

 

理由欄の記載は、３条申請書の許可を受けようとする理由欄の記載をそのまま記載してお

りますが、委員ご指摘のとおりこれでは売電事業が主たる目的と取られ、ましてや今回は既

に許可を受けたものの期間延長です。今後は理由欄の記載について詳細な記載を求めること

とします。 

 

仮に自己所有地で発電事業を自ら行う場合には４条の一時転用許可ということになりま

すか。 

 

おっしゃるとおりです。 

 

先ほど鈴木修一郎委員が質問した件と関係すると思いますが、営農型太陽光発電施設につ

いては１年に１回報告書の提出が求められていると思いますが、事業開始から今日までどの

ような営農が続けられたか時系列で説明をお願いします。あわせて本件の事業内容は営農型

太陽光発電事業に求められているいわゆる営農と比較して事務局として許容できるものな

のかも伺いたいです。 

 

地曵委員よりご質問いただきました議案第２２１号及び議案第２２２号についてお答え

いたします。 

両議案の許可日は令和５年３月２９日であり、現時点までに３回、栽培実績書等の提出を受

けております。 

栽培の経過としては、令和５年３月から令和６年７月にかけて園芸用ポットにサカキの苗

を定植し、君津市内の圃場及び当該地で管理を行っています。また、令和６年３月から令和

６年５月にかけて防草シートの設置を当該地で実施し、その後、君津市内の圃場で管理して

いたサカキを当該地へ移動し、令和６年７月より本格的に栽培管理を当該地で開始していま

す。 

ポット内の培地については、排水性の良い土壌環境を整え、乾燥防止のためにバークチッ

プや赤玉土等を充填することでマルチング効果を促進している。水管理は初期生育期に潅水

を徹底し、その後は過湿を避けながら管理を行っている。肥培管理については、有機質肥料

を施用し、令和５年に２回、令和６年に１回行っていると伺っています。収穫については、

当該地での栽培管理の開始が令和６年７月であるため、収穫の開始時期は３年後の令和９年

を予定しており、本格的な収量が見込めるのは、栽培管理開始から５年後となる令和１１年

からと事業者より伺っております。 

営農型太陽光発電事業に求められる営農の要件についてですが、令和６年３月２５日付の

「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」によると、

様々な要件が示されておりますが一部を抜粋すると、「下部の農地において栽培する農作物

の単収が、同じ年産の当該申請地が所在する市町村区域内の平均的な単収と比較して、おお

むね２割以上減少する場合」とされています。 

これを当該申請に照らし合わせると、サカキは当初から生育中であり、現時点で収穫可能な

状況にはないことから、「営農型発電施設の下部の農地における営農計画書及び当該農地に

おける営農への影響の見込み書」に記載されている営農計画上の単収見込みを確認すること

になります。営農計画書には地域の平均的な単収の８割収穫する計画となっていたことから

基準を満たさないものではないと考えられます。 

以上で説明を終わります。 

 

本件はまだ生育期間中で収量が見込めないから仕方がないという説明ですが、この場所は

そもそもサカキの栽培には適していないのですよ。生育期間が満了した際に８割の収量が確

保できる見込みがあるのか伺いたい。 

 

私もたまに様子を見ているのですが場所によっては生育状態がよいものもあるとは思い

ますが果たして８割の収量があるかというと難しいのではないかとは思います。 
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地曵委員 

 

 

 

事務局 

 

 

地曵委員 

 

事務局 

 

 

 

 

小倉委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

地曵委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

本件は当初の譲受人が引き続き一時転用期間の更新申請を行っていますが、例えば譲受人

を本件とは別の第三者にして本件の営農型太陽光発電を継続して行う場合、生育期間はリセ

ットされるのか。 

 

新たな事業者が既存の施設をそのまま引き継いで行う場合にはリセットされません。サカ

キをすべて撤去し、別の作物を新たに栽培する場合には別ですが。 

 

では生育期間が終了した後に見込んでいる収量はどれくらいですか。 

 

生育期間が満了する令和１１年には１０ａあたり■■■■■本を見込んでいます。なお、

平均的な単収は１０ａあたり２，０００本ですので計算上は８割をみたすものでございま

す。また、生育期間３年目から収穫を見込んでおり、令和９年には■■■本の収量を見込ん

でいます。 

 

仮に今回許可して一時転用期間を３年延長した場合、次回も引き続き一時転用期間の更新

の申請がなされると思います。その時に、８割の収量を確保できないと判断した場合には不

許可にすることはできますか。 

 

８割の収量が見込めなかった理由がどういったものなのかにもよると思います。皆様の前

で申し上げるのも恐縮ですが営農とは自然相手の部分もあるので、８割確保できなかった原

因や理由、事業者がとった措置、実際の収量などを考慮し、やむを得ないものと判断できる

ようであれば許可になる可能性もあるかもしれません。もちろん、許可権者は千葉県知事に

なるのでこれらの最終的な判断は知事になります。 

 

許可の取り消しということは可能ですか。 

 

いきなり取り消しというのは難しいです。不利益処分になるので行政手続法に基づき指導

や勧告などの手順を踏む必要がございます。指導内容としては８割の収量が確保できるよう

耕作することになりますが事務局では難しい部分になりますので、委員や推進委員のご助言

や日頃の見回り等を賜れればと思います。また、営農型太陽光発電事業の報告書についても

とりまとめて地区担当の委員と推進委員に送付いたしますので、あわせてよろしくお願いし

ます。 

 

他に意見等が無いようですので、採決にうつります。 

議案第２２１号及び第２２２号、農地法第３条許可申請並びに議案第２２４号及び第２２

５号、同法第５条許可申請について、一括で採決したいと思いますが、異議はございません

か。 

 

〈 異議無しの声 〉 

 

異議が無いようですので、採決いたします。 

なお、議案第２２１号及び第２２２号の農地法第３条許可申請については、議案第２２４

号及び第２２５号の同法第５条許可申請が許可された場合に許可するものして、許可に賛成

の方は挙手願います。 

 

〈 挙    手 〉 

 

挙手多数であります。 

よって、議案第２２４号及び第２２５号は、許可相当として、知事に意見書を送付し,議

案第２２１号及び第２２２号は、議案第２２４号及び第２２５号が許可された場合に許可す
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議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

山口推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

地曵委員 

 

 

礒貝正一委員 

 

 

 

 

 

和田委員 

ることと決定いたします。 

 

次に、日程第６、議案第２２３号、１２ページの農地法第４条許可申請１案件について議

題に供します。 

事務局の説明を求めます。 

 

農地法４条許可申請、議案第２２３号についてご説明します。 

申請箇所は、転用位置図４－１高柳地先の農地です。 

申請目的は、太陽光発電施設用地で、転用を伴う許可申請です。 

農地区分については、第２種農地と判断しました。 

資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■■■円となっており、自己資金で賄う計画で

す。 

転用行為の支障となる権利者及び他法令関係は添付書類を審査し、問題ないことを確認し

ています。 

事業完了予定ですが、許可日から１ヶ月後を予定しております。 

 

以上で事務局の説明を終わります。 

 

続いて、地区担当委員の山口推進委員から現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

 

議案第２２３号について、申請地の調査及び転用事業者から事情を聴取してまいりました

ので、周辺農地の営農条件への支障について、許可基準にそって、順次ご説明いたします。 

まず、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、盛土はおこなわないため、土砂の流出等

は起きないと思われます。 

次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、排水は無く、雨水は自然浸透により

処理するため問題は生じないと思われます。 

次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないかですが、一団の農

地の端に位置するため問題はないと思われます。 

次に、周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、境界から離して設置するな

ど日照、通風に配慮した計画のため問題はないと思われます。 

最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、農道は使用しないため問題ないと思わ

れます。 

以上のことから、周辺農地の営農条件への支障についての転用許可基準を満たすものと思

われますので、当該申請は適当と判断いたしました。 

 

よろしくご審議のほど、お願いします。 

 

以上で、説明が終わりました。 

ただ今の事務局及び地区担当委員の説明について、質問・意見等がございましたら、お願

いします。 

 

申請者の法人名からすると農地所有適格法人ではないと想像していますが、法人が所有権

を取得しているケースは通常まれであると思うのですがこれはどういう経緯でしょうか。 

 

本件について申請がなされる前に、申請者から一度相談を受けたことがあって事務局に確

認したのですが、かなり前に物流施設で一度５条の転用許可を受けて農地の取得をしたので

すが計画がとん挫し、そのまま現在に至っているそうです。農地転用の完了手続きまで至っ

ていないことから今回新たに太陽光発電施設として改めて転用の許可を受けるとのことで

す。 

 

この場合、許可の取消しは必要ないのですか。 
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事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たに得た４条に基づく許可が優先されるので許可の取消は不要である旨許可権者に確

認しております。 

 

他に意見等が無いようですので、採決にうつります。 

許可に賛成の方は、挙手願います。 

 

〈 挙    手 〉 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第２２３号は、許可相当として、知事に意見書を送付いたします。 

 

次に、日程第７、議案第２２６号から第２３１号まで、１３ページの農地法第５条許可申

請６案件について議題に供します。 

事務局の説明を求めます。 

 

初めに、議案第２２６号ですが、申請箇所は、転用位置図５－１牛込地先の農地です。 

申請目的は、特定建築条件付売買予定地で、転用を伴う所有権移転の許可申請です。 

農地区分については、第１種農地であり原則転用許可はできませんが、本件については住

宅ほか周辺地域居住者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるも

のに該当し、例外的に許可しうるものと判断しました。 

資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■■■■■円となっており、自己資金及び借入

金で賄う計画です。 

転用行為の支障となる権利者及び他法令関係は添付書類を審査し、問題ないことを確認し

ています。 

事業完了予定ですが、令和８年１２月２０日を予定しております。 

 

次に、議案第２２７号及び議案第２２８号ですが、申請箇所は、転用位置図５－２高柳地

先の農地です。 

申請目的は、特定建築条件付売買予定地で、転用を伴う所有権移転の許可申請です。 

農地区分については、第２種農地と判断しました。 

資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■■■■■円となっており、借入金で賄う計画

です。 

転用行為の支障となる権利者及び他法令関係は添付書類を審査し、問題ないことを確認し

ています。 

事業完了予定ですが、令和８年６月３０日を予定しております。 

 

次に、議案第２２９号及び議案第２３０号ですが、申請箇所は、転用位置図５－３長須賀

地先の農地です。 

本申請は前回、許可した営農型太陽光発電の一時転用許可について ３年の期間を満了す

ることに伴う再申請となります。 

申請地は、太陽光発電設備の下部農地にサカキが作付けされており、引き続き耕作する計

画となっております。 

農地区分については、議案第２２９号は農用地、議案第２３０号は第１種農地と判断しま

したが今回は太陽光発電設備の下部で営農するための一時転用であり、例外的に許可できる

ものです。 

資金計画ですが、撤去費は議案第２２９号が約■■■■円、議案第２３０号が■■■■円

となっております。 

その他については、本申請が既に許可された一時転用期間の更新であり、変更がないこと

から問題ないものと判断いたしました。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

桐谷推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

山口推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

次に、議案第２３１号ですが、申請箇所は、転用位置図５－４矢那地先の農地です。 

申請目的は、専用住宅で、転用を伴う使用貸借権設定の許可申請です。 

農地区分については、第２種農地と判断しました。 

資金計画ですが、資金所要額は、約■■■■■■円となっており、借入金で賄う計画です。 

転用行為の支障となる権利者及び他法令関係は添付書類を審査し、問題ないことを確認して

います。 

事業完了予定ですが、令和８年１１月３０日を予定しております。 

 

以上で事務局の説明を終わります。 

 

続いて、地区担当推進委員から現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

初めに、議案第２２６号について、桐谷推進委員お願いします。 

 

議案第２２６号について、周辺農地の営農条件への支障について、許可基準にそって、順

次ご説明いたします。 

まず、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、周囲をコンクリート擁璧で囲うため、土

砂の流出等は起きないと思われます。 

次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、汚水雑排水は浄化槽で処理した後に

雨水とともに市道側溝に放流する計画のため問題は生じないと思われます。 

次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないか及び周辺農地にお

ける日照、通風等の支障についてですが、周辺に営農中の農地は無いため問題はないと思わ

れます。 

最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、農道は使用しないため問題ないと思わ

れます。 

以上のことから、周辺農地の営農条件への支障についての転用許可基準を満たすものと思

われますので、当該申請は適当と判断いたしました。 

 

よろしくご審議のほど、お願いします。 

 

続いて、議案第２２７号及び第２２８号について、山口推進委員お願いします。 

 

議案第２２７号及び第２２８号について、申請地の調査及び転用事業者から事情を聴取し

てまいりましたので、周辺農地の営農条件への支障について、許可基準にそって、順次ご説

明いたします。 

まず、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、盛土はおこなわないため、土砂の流出等

は起きないと思われます。 

次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、汚水雑排水は浄化槽で処理した後に

雨水とともに市道側溝に放流する計画のため問題は生じないと思われます。 

次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないかですが、道路事情

がよく、耕作に支障は起こらないと思われるため問題はないと思われます。 

次に、周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、周辺に営農中の農地はない

ため問題はないと思われます。 

最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、農道は使用しないため問題ないと思わ

れます。 

以上のことから、転用許可基準を満たすものと思われますので、当該申請は適当と判断い

たしました。 

 

よろしくご審議のほど、お願いします。 

 

次に、議案第２２９号及び第２３０号について、柴野推進委員に代わって露嵜委員お願い

します。 
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露嵜委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

牧野推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議案第２２９号及び議案第２３０号について事業者及び現地状況が同一のため、一括して

説明いたします。 

本件は、太陽光パネルの下部で耕作を行いながら、売電事業を行う営農型太陽光発電の申

請で、３年間の一時転用が令和８年３月２８日に満了することによる再申請です。 

申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないか及び周辺農地における日

照、通風等の支障についてですが、既に設置されている営農型太陽光の期間延長であり、設

置から現時点まで周辺の営農中の農地に影響がないため、問題はないと思われます。また、

作付けされている作物については５年目に収穫する予定となっており、生育も現地の状況か

ら良好と思われます。 

以上のことから、農地法第５条の許可基準を満たすものと思われますので、当該申請は適

当と判断いたしました。 

ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 

続いて、議案第２３１号について、牧野推進委員お願いします。 

 

議案第２３１号について、申請地の調査及び転用事業者から事情を聴取してまいりました

ので、周辺農地の営農条件への支障について、許可基準にそって、順次ご説明いたします。 

まず、土砂の流出、崩壊の恐れについてですが、盛土はおこなわないため、土砂の流出等

は起きないと思われます。 

次に、農業用の用排水施設への支障についてですが、汚水雑排水は浄化槽で処理した後に

雨水とともに既存水路に放流する計画のため問題は生じないと思われます。 

次に、申請地が集団的に存在する農地について、分断する恐れがないかですが、道路事情

がよく、耕作に支障は起こらないと思われるため問題はないと思われます。 

次に、周辺農地における日照、通風等の支障についてですが、周辺に営農中の農地はない

ため問題はないと思われます。 

最後に、農道等の機能に支障を及ぼす恐れですが、農道は使用しないため問題ないと思わ

れます。 

以上のことから、転用許可基準を満たすものと思われますので、当該申請は適当と判断い

たしました。 

 

よろしくご審議のほど、お願いします。 

 

以上で、説明が終わりました。 

ただ今の事務局及び地区担当推進委員の説明について、質問・意見等がございましたら、

お願いします。 

 

意見等が無いようですので、採決にうつります。 

 議案第２２６号から第２３１号までの６案件について、一括して採決したいと思います

が、異議はございませんか。 

 

〈 異議無しの声 〉 

 

異議が無いようですので、採決いたします。 

許可に賛成の方は、挙手願います。 

 

〈 挙    手 〉 

 

挙手多数であります。 

よって、議案第２２６号から第２３１号までの６案件は、許可相当として、知事に意見書

を送付いたします。 
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議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

篠田推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

山口推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

次に、日程第８、議案第２３２号、１４ページからの木更津市農用地利用集積等促進計画

地域計画内一括案に対する意見について議題に供します。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第２３２号、木更津市農用地利用集積等促進計画地域計画内一括案に対する意見につ

いて、ご説明いたします。 

本案件は、令和８年２月１６日付けで、木更津市長から農地中間管理事業の推進に関する

法律第１９条第２項の規定により、当該計画案に対する意見を求められているものでありま

す。 

それでは、計画の内容について、ご説明いたします。 

今回の計画は、計画１及び２となっています。 

利用目的はすべてが水稲となっています。 

設定する権利の種類はすべてが賃借権となっています。 

権利の存続期間は、計画１が認可の公告日から１０年間、計画２が認可の公告日から５年

間となっています。 

計画合計数は、利用権の設定が合計６筆で３，９３０平方メートルとなっております。 

 

以上で、事務局の説明を終わります。 

 

続いて、地区担当推進委員から現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

初めに、計画番号１番について、篠田推進委員お願いします。 

 

計画番号１番について、説明します。 

本件は、農業経営の拡張を図るにあたり、当該農地を新規で借り受けするものです。 

利用権の設定を受ける者の備えるべき要件についてですが、スクリーンに映し出されてい

るとおり、耕作している農用地の面積、農機具の保有状況等から効率的に利用するものと思

われます。 

申請地の現況は田で、水稲を作付けするとのことです。 

以上のことから、借受人は利用権の設定を受ける者の備えるべき要件を満たしており、問

題ないものと思われます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

次に、計画番号２番について、山口推進委員お願いします。 

 

計画番号２番について、説明します。 

本件は、農業経営の継続を図るにあたり、当該農地を新規で借り受けするものです。 

利用権の設定を受ける者の備えるべき要件についてですが、スクリーンに映し出されてい

るとおり、耕作している農用地の面積、農作業従事日数、農機具の保有状況等から効率的に

利用するものと思われます。 

申請地の現況は田で、水稲を作付けするとのことです。 

以上のことから、借受人は利用権の設定を受ける者の備えるべき要件を満たしており、問

題ないものと思われます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

以上で、説明が終わりました。 

ただ今の事務局及び地区担当推進委員の説明について、質問・意見等がございましたら、

お願いします。 

 

意見等も無いようですので、採決いたします。 

なお、本案件には、■■委員及び■■委員にかかる計画がありますので、「議事参与の制
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

山口推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

限」により、■■委員及び■■委員は退席願います。 

 

《 ■■委員、■■委員 退席 》 

 

それでは、採決いたします。 

意見無いものと決定することに、賛成の方は挙手願います。 

 

〈 挙    手 〉 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第２３２号は、意見無いものと決定しましたので、市長にその旨を回答する

ものといたします。 

退席されております、■■委員及び■■委員には、お戻り願います。 

 

《 ■■委員、■■委員 着席 》 

 

次に、日程第９、議案第２３３号、１７ページからの、木更津市農用地利用集積等促進計

画地域計画外一括案に対する意見について、議題に供します。 

 なお、本案件には、■■委員にかかる計画がありますので、「議事参与の制限」により、

■■委員は退席願います。 

  

《 ■■委員 退席 》 

 

 それでは、事務局の説明を求めます。 

 

議案第２３３号、木更津市農用地利用集積等促進計画地域計画外一括案に対する意見につ

いて、ご説明いたします。 

本案件は、令和８年２月１６日付けで、木更津市長から農地中間管理事業の推進に関する

法律第１９条第２項の規定により、当該計画案に対する意見を求められているものでありま

す。 

それでは、計画の内容について、ご説明いたします。 

今回の計画は、計画１から３までとなっています。 

利用目的はすべてが水稲となっています。 

設定する権利の種類はすべてが賃借権となっています。 

権利の存続期間は、すべてが認可の公告日から５年間となっています。 

計画合計数は、利用権の設定が合計６筆で４，０８４平方メートルとなっております。 

 

以上で、事務局の説明を終わります。 

 

続いて、地区担当推進委員の山口推進委員から現地調査の結果及び補足説明をお願いしま

す。 

 

計画番号１番から３番について、説明します。 

本件は、農業経営の継続を図るにあたり、当該農地を新規および更新で借り受けするもの

です。 

利用権の設定を受ける者の備えるべき要件についてですが、スクリーンに映し出されてい

るとおり、耕作している農用地の面積、農作業従事日数、農機具の保有状況等から効率的に

利用するものと思われます。 

申請地の現況は田で、水稲を作付けするとのことです。 

以上のことから、借受人は利用権の設定を受ける者の備えるべき要件を満たしており、問

題ないものと思われます。 
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山口推進委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

以上で、説明が終わりました。 

ただ今の事務局及び地区担当推進委員の説明について、質問・意見等がございましたら、

お願いします。 

 

意見等も無いようですので、採決いたします。 

意見無いものと決定することに、賛成の方は、挙手願います。 

 

〈 挙    手 〉 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第２３３号は、意見無いものと決定しましたので、市長にその旨を回答する

ものといたします。 

退席されております、■■委員には、お戻り願います。 

 

《 ■■委員 着席 》 

 

次に、日程第１０、議案第２３４号、２０ページの、木更津市農業振興地域整備促進協議

会委員の推薦について、議題に供します。 

本案件には、■■委員及び■■委員にかかる案件がありますので、「議事参与の制限」に

より、■■委員及び■■委員は退席願います。 

 

《 ■■委員、■■委員 退席 》 

 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

議案第２３４号、木更津市農業振興地域整備促進協議会委員の推薦について、ご説明いた

します。 

本議案について、現在３名の委員を本協議会委員として推薦し、活動していただいており

ますが、令和８年３月１５日に任期満了を迎えるため、木更津市長から後任の委員について

推薦依頼がございました。 

そのため、候補者を推薦しようとするものです。 

任期は委嘱の日から２年間となっております。 

 

以上で、事務局の説明を終わります。 

 

以上で、説明が終わりました。 

ただ今の事務局の説明について、質問・意見等がございましたら、お願いします。 

 

意見等が無いようですので、採決いたします。 

原案のとおり決定することに、賛成の方は、挙手願います。 

 

〈 挙    手 〉 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第２３４号は、原案のとおり決定いたします。 

退席されております、■■委員及び■■委員には、お戻り願います。 

 

《 ■■委員、■■委員 着席 》 
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議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

次に、日程第１１、議案第２３５号、２１ページからの市長が定める要綱について、議題

に供します。 

 なお、議案第２３５号は、日程第１２、議案第２３６号、２５ページからの木更津市農地

利用最適化推進委員の選任に関する要綱の一部を改正する告示と関連案件であるため、議題

に供し、併せて審議いたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案第２３５号、市長が定める要綱について、及び議案第２３６号、木更津市農地利用最

適化推進委員の選任に関する要綱の一部を改正する告示について関連議案として一括して

ご説明いたします。 

来月４月から農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦又は公募が始まります。 

その際、推薦者又は申込者の意思確認を行うため、これらの者の押印を求めていましたが、

自署していただいた場合には、押印を不要とする申込書の様式を改正するものでございま

す。 

今回改正する様式は、推薦申込書（個人用・団体用）、応募申込書の３様式でございます。 

なお、農業委員の選任に関する要綱については、任命権者である市長が定める要綱ですの

で本総会にて議決いただきましたら市長へ原案のとおり改正を申し出るものとし、農地利用

最適化推進委員の選任に関する要綱については、本総会にて議決いただきましたら、告示手

続きを行います。 

以上で、事務局の説明を終わります。 

 

以上で、説明が終わりました。 

ただ今の事務局の説明について、質問・意見等がございましたら、お願いします。 

 

意見等が無いようですので、採決にうつります。 

 議案第２３５号及び第２３６号の２案件について、一括して採決したいと思いますが、異

議はございませんか。 

 

〈 異議無しの声 〉 

 

異議が無いようですので、採決いたします。 

議案第２３５号は、原案のとおり市長に申し出ることとし、議案第２３６号については、

原案のとおり賛成の方は挙手願います。 

 

〈 挙    手 〉 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第２３５号は、原案のとおり市長に申し出ることとし、議案第２３６号につ

いては、原案のとおり決定するものとします。 

次に、日程第１３、議案第２３７号、本日配付した別冊の総会議案１ページの「農地等の

利用の最適化の推進に関する指針」の作成について、議題に供します。 

事務局の説明を求めます。 

 

農地等の利用の最適化の推進に関する指針の改正案について、ご説明いたします。 

別冊議案をご覧ください。 

本件は、農業委員会等に関する法律第７条に基づく本指針について、最終目標年度を令和

１８年に改め、内容・数値を最新状況に合わせて見直すものです。あわせて、地域計画への

適合と委員の主体的な活動姿勢の明記を行いました。 

まず第１基本的な考え方では、平地と中山間の地域特性に応じて、平地は担い手への集

積・集約化、中山間は遊休農地の発生防止・解消を重視する方針を明確化しています。地域

計画に基づく利用調整を進める位置づけも整理しました。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

第２具体的な目標・推進方法・評価方法のうち、１．遊休農地の発生防止・解消について

です。 

 現状は、管内農地面積 ２，８４２ｈａ、遊休農地１２８ｈａ、割合４．５％、こちらは

令和 7年度利用状況調査によるものです。 

 推計は、過去の減少傾向を踏まえ、年約５０ｈａ減のペースで見直し、３年後２，６９２

ｈａ、１０年後２，３４２ｈａとしました。遊休農地は、３年後 １１３ｈａ（４．２％）、

１０年後は０ｈａの理念目標です。 

次に、（２）具体的な推進方法①利用状況・利用意向調査の箇所に、委員の主体的な姿勢

を明示する文言を追記しました。 

また、農業委員及び農地利用最適化推進委員は、地域の農地を巡回する中で、遊休農地の

発生防止及び解消に向け、所有者や利用者への相談・助言、利用意向の確認等を主体的に行

い、地域農地の適正な利用の確保に努めるものとする。こちらは強制ではなく、現場での主

体的な働きかけを後押しする趣旨です。 

（３）評価方法は従来どおり、遊休農地の割合により評価し、単年度は公表様式に基づき

ます。 

２．担い手への農地利用の集積・集約化については、現状データを「耕地及び作付面積統

計（令和 6年）」に、集積目標は市の農業振興計画値に整合させています。現状 ２，２５５

ｈａ、集積面積２６３．５ｈａ（１１．７％）、３年後４４．０％、１年後７７．４％を目

標としています。 

 なお、遊休農地と集積の表は出典が異なりますが、これは政策目的に即した最適な統計を

各項目で採用しているためで、表注で出典と算定方法を明記して整合性を担保しています。

集積の目標値は他課策定値のため変更は行っておりません。 

３．新規参入の促進では、直近の把握値を基に、個人・法人の参入数と取得面積の目標を

設定し、関係機関との連携、フェア参加、企業参入、フォローアップを具体化しました。 

最後に第３ 「地域計画」の目標を達成するための役割】として、見守り、意向把握、利

用調整、機構活用、見直し協力を列挙し、委員会が現場で果たす役割を明確化しています。 

以上、データの出典と推計方法を明確化し、委員の主体的な活動姿勢を指針に反映した改

正案です。３年ごとの見直しで、実績や最新統計に基づく修正を随時行います。 

 ご審議のうえ、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

以上で、説明が終わりました。 

ただ今の事務局の説明について、質問・意見等がございましたら、お願いします。 

 

意見等が無いようですので、採決いたします。 

原案のとおり決定することに、賛成の方は、挙手願います。 

 

〈 挙    手 〉 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第２３７号は、原案のとおり決定いたします。 

次に、日程第１３、議案第２３８号、別冊追加議案７ページ国有財産管理人の推薦につい

て、議題に供します。 

なお、本案件には、■■委員にかかる計画がありますので、「議事参与の制限」により、

■■委員は退席願います。 

 

《 ■■委員 退席 》 

 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

議案第２３８号、国有財産管理人の推薦について、ご説明いたします。 

現在、木更津市内には農林水産省名義の農地、いわゆる国有農地が存在しております。 
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議長 

これらの国有農地が無断使用や無断転用などされていないか確認する必要があるために、

千葉県知事が国有財産管理人を委嘱し、見廻り等の業務を行います。 

なお、馬来田地区の農業委員の村田委員を推薦した理由といたしましては、国有農地は市

内全域に点在しておりますが、その多くが馬来田・富岡地区にあることから推薦いたしまし

た。 

任期につきましては、議案書に記載のとおり、委嘱日から令和９年３月３１日までの約１

年間となります。 

以上で、事務局の説明を終わります。 

 

以上で、説明が終わりました。  

ただ今の事務局の説明について、質問・意見等がございましたら、お願いします。 

 

意見等が無いようですので、採決いたします。 

議案第２３８号、国有財産管理人の推薦について、原案のとおり推薦することに賛成の方

は、挙手願います。 

 

〈 挙    手 〉 

 

挙手全員であります。 

よって、議案第２３８号は、原案のとおり決定し、千葉県へ推薦するものといたします。 

退席されております、■■委員には、お戻り願います。 

 

《 ■■委員 着席 》 

 

以上をもちまして、第３２回総会を閉会といたします。 

なお、終了時間は、午後５時１０分であります。 

長時間にわたり、ご苦労さまでした。 

 

 

 

以上をもって議事の顛末を記載し、相違ないことを証するため署名する。 

 

令和８年３月６日 

 

議     長    杉山 孝                  

 

 

議事録署名委員    嶌野 知明                 

                                      

 

               石渡 和美                

 


